
疾病の補償･救済について~

中皮瞳や肺がんなどを発症し、 それが労働者として石綿ば
く露作業に従事していたことが原因であると認められた場合
には、 労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法
に基づく特別遺族給付金が支給されます。

石綿による疾病は、 石綿を吸ってから非常に長い年月を経
て発症することが大きな特徴です。

中皮自重などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に
従事されていた場合は、 労災保険給付等の支給対象となる可
能性がありますので、 お気軽に群馬労働局 (T E L 0 2 7‐2 10 -
50 06 )又は中之条労働基準監督署 (T E L 0 2 7 9‐7 5‐3 0 3 4 )に

ご相談ください。
制度のご案内は厚生労働省H P でもご覧になれます。

http:〃･勺W W m m W go,.iy new一難1fo/kobetu/roudou/gyousei/rousai/120406-1.htm l

｢ジ肖えた恐竜のなぞ｣ 大野 太郎
｢キリンちやん｣ 花形みつる
｢でるでるでるぞ｣ 高谷まちこ
｢よつつめの約束｣ 高野 優
｢やまのおみやげ｣ 原田 泰治

☆この一冊 夫顎のどうぶつ園』 松原卓二/著、 メディアファクトリー、 20 12 ･4 パンダやコアラなどの可愛
い動物から猛獣のトラやワニまで、 動物達の笑顔に心がほぐれる写真集です。
『父と息子のフイルム .クラブ』デヴィット ･ギルモアノ著、新潮社、2 0 12 ･7 不登校になってしまった息子に、
父は週に3 本の映画を一緒に見て感動を話し合うことを提案します。 カナダで文学賞を受賞した著者によるノ
ンフィクションです。

★臨時休館のお知らせ 平成24年12月 2 日 (日) は、 第 1回中之条まちなか5 時間リレー開催に伴い、 ツイン
プラザ周辺は交通規制となるため臨時休館となります。 利用者の皆様には、 大変ご迷惑お掛けいたしますがよ
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~ 中皮踵や肺がんなど、

こ

ご
み
収
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、!話 1月の休館日 5 日 ･ 12日 ･ 19日 ･ 2 6日 ･ 2 7日
★開館時間 A M 9 時3 0分 ~ P M 7 時 容0 2 7 9‐7 6‐
☆新刊情報 【一般書】 約220冊
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消火器を廃棄するときは…

消化器は災害時には有効なものですが、 錆や
変形があったり古すぎる消火器は、 いざという
時に使えないだけでなく、 腐食が著しい場合は
破裂する危険があります。 早急に新しい消火器
に交換していただくほか、 不要になった消火器

を廃棄する場合は次のことに注意してくださ

…

錆

い
合

火

火

だ

回

P

目

種

て

や
う

は
器
器

さ

収

業
象

類
有

り

ら

器
呂
消

り
影

,

た

り
門

燈

煽

る

と

場
補

償

く

の

専

坪

の

し

し
閼
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0処分する消火器は絶対に分解したり、放射したり
しないでください。 (重大事故につながります)

次のような消火器は、廃棄 ･更新をお勧めします。
△ひどくさびたり、腐食している箇所がある消火器
△容器に大きな傷があったり変形している消火器
△ラベルに書かれた ｢耐用年数｣ を過ぎている消

※消火器の廃棄処理はメーカーや消火器の種類
によって料金が異なりますが、 原則として有

○消火器は一般ゴミ (燃えないゴミ等) の回収
には出せません。
○消火器の廃棄は、 購入店または消火器専門業
者、消防設備点検業者 (左記協会) 等に相談、
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消火器に関するお問い合わせ
群馬県消防設備協会吾妻支部
a l02 79‐7 5‐38 15

どに異常が認められるもの

;
“
‐

｢第
鍋
国
人
権
週
間
｣

特
設
人
権
相
談
所
の

開
設
に
つ
い
て

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
、｢社
会
保
険
料

(国

民
年
金
保
険
料
)
控
除
証
明
書
｣
等
の
証
明
書
の
添
付
や

提
示
が
必
要
で
す

｢年
末
調
整
に
つ

い
て
の
説
明
会
｣

の
開
催
つ
い
て

ら
=
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。
年
末
調
整
や
確

定
申
告
の
手
続
き
の
際
に
は
、
こ
の
控
除
証
明

書
ま
た
は
国
民
年
金
保
険
料
の
領
収
証
書
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
を
す
る
ま
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

管
0
5
7
0
･
0
7
0
1
1
1
7

(I
P
電
話

か
ら
は
管
0
3
･
6
7
0
0
･
1
1
3
0
)
ま

た
は
年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

･
渋
川
年
金
事
務
所

国
民
年
金
課

(省
0
2

7
9

･
2
2

･
1
6
0
7
)

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
で
は
、
来
る
12
月
4
ロ
か
ら
10
日

ま
で
の
一
週
間
を

｢第
頭
回
人
権
週
間
｣

と
定
め
、
全
国
的
な
各
種
行
事
を
企
画

し
て
い
ま
す
。
前
橋
地
方
法
務
局
及
び

群
馬
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

県
内
の
各
市
町
村
に
お
い
て
、
特
設
人

権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。
子
ど
も
に

関
す
る
こ
と
、
家
庭
内
や
近
所
の
も
め

ご
と
等
、
人
権
問
題
や
困
り
ご
と
等
で

悩
ん
で
い
る
方
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で

も
構
い
ま
せ
ん
。
お
近
く
の
特
設
人
権

相
談
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
料
金
は

無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

開
設
日
時

平
成
24
年
蛇
月
4
日

(火
)

中
之
条
税
務
署
で
は
、
給
与

所
得
に
係
る
源
泉
所
得
税
の

｢年
末
調
整
に
つ
い
て
の
説
明
会
｣

を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

◎
吾
妻
東
部
地
区

(高
山
村
･

中
之
条
町
･
東
吾
妻
町
)

日

時

平
成
匁
年
11
月
21
日
(水
)

平
成
24
年
1
月
か
ら
平
成
24
年
12
月
ま
で
に

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、
そ
の
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

平
成
24
年
中
の
所
得
の
申
告
に
つ
い
て
、
国

民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申

告
す
る
際
に
は
、
一
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年

全
保
険
料
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
等
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
額
を

証
明
す
る

｢社
会
保
険
料

(国
民
年
金
保
険
料
)

控
除
証
明
書
｣
(ハ
ガ
キ
)
が
日
本
年
金
機
構
か

13
時
30
分
5
15
時
30
分

会

場

中
之
条
町
文
化
会
館

(大
会
議
室
)

◎
吾
妻
西
部
地
区

(長
野
原
町
･

嬬
恋
村
･
草
津
町
)

日

時

平
成
24
年
u
月
幻
ロ
(火
)

期
限
ま
で
に
｢扶
養
親
族
等
申
告
書
｣
を
提
出
し
ま
し
ょ
う

旧
時
30
分
~
お
時
30
分

会

場

長
野
原
町
山
村
開
発

午
前
10
時
か
ら
午
後
3
時

セ
ン
タ
ー
(大
集
会
室
)

老
齢
年
金
は
所
得
税
法
に
よ
り

｢雑
所
得
｣

と
し
て
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
支
払
わ
れ

る
年
金
か
ら
各
種
の
控
除
を
行
い
、
残
り
の
額

か
ら
所
得
税
が
差
し
引
か
れ
る
仕
組
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。

各
種
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
毎
年
10

月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
日
本
年
金
機

構
か
ら
送
ら
れ
る

｢扶
養
親
族
等
申
告
書
｣
に
、

必
要
事
項
を
記
入
し
て
期
限
ま
で
に
必
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

｢扶
養
親
族
等
申
告
書
｣
が
送
ら
れ
る
老
齢
年

金
受
給
者
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

･
琉
歳
以
上
で
1
5
8
万
円
以
上
の
年
金
を
受

け
て
い
る
人

･
稀
歳
未
満
で
1
0
8
万
円
以
上
の
年
金
を
受

け
て
い
る
人

場

所

高
山
村
い
ぷ
き
会
館

●
お
問
い
合
わ
せ
先

中
之
条
税
務
署

(法
人
課
税
部

門
)

愈
0
2
7
9
ー
7
5
ー
9
0
6
8

こ
の
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と
、
扶
養
控
除

等
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
公
的
年
金
控
除
の

額
も
定
率

(年
金
の
支
給
額
の
25
%
)
と
な
り
、

税
金
が
多
く
徴
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
に
は
税
金
が

か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
ら
を
受
給
し
て
い

る
方
に
は
扶
養
親
族
等
申
告
書
は
送
ら
れ
ま
せ

ん
。扶

養
親
族
等
申
告
書
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

『
管
0
5
7
0

･

イー
イー
ロ▲ワ
◆コ

0
5

･
1
1
6
5

(I
P
電
話

･
P
H
S
か
ら

特
設
人
権
相
談
所
へ
お
越
し
に
な
れ

な
い
方
は
、
通
常
ど
お
り
前
橋
地
方
法

務
局
及
び
各
支
局
で
電
話
相
談
等
を
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
御
利
用
く

だ
さ
い
。

電
話
相
談

0
5
7
0
ー
0
0
3
ー
1

1
0

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ゴ
ロ
□
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囚
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｢国
の
教
育
ロ
ー
ン
｣

(日
本
政
策
金
融
公
庫
高
崎
支
店
)

高
校
、
大
学
等
へ
の
入
学
時
･
在
学
中
に
か
か
る
費
用
を
対
象
と

し
た
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。
学
生
･
生
徒
お
1
人
に
つ
き
3
0
0

万
円
以
内
を
、
固
定
金
利

[年
2
･
3
5
%

母
子
家
庭
の
方
の
利

率
は
年
1
･
9
5
%

(平
成
24
年
9
月
m
u
現
在
)]
で
利
用
で
き
、

在
学
期
間
内
は
利
息
の
み
の
ご
返
済
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
左
記
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
高
崎
支
店
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

8
0
5
7
0
-
0
0
8
6
5
6

高
崎
支
店

8
0
2
7
-
3
2
6
ー
1
6
2
1

(ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
)

労
働
契
約
法
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
5
有
期
労
働
契
約
の
新
し
い

ル
ー
ル
が
で
き
ま
し
た
5

改
正
法
の
3
つ
の
ル
ー
ル

I

無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換

有
期
労
働
契
約
が
反
復
更
新
さ
れ

て
通
算
5
年
を
超
え
た
と
き
は
労
働

者
の
中
込
み
に
よ
り
、
期
間
の
定
め

の
な
い
労
働
契
約

(無
期
労
働
契
約
)

に
転
換
で
き
る
ル
ー
ル
で
す
。

日

｢雇
止
め
法
理
｣
の
法
定
化

最
高
裁
判
例
で
確
立
し
た

｢雇
止

め
法
理
｣
が
、
そ
の
ま
ま
の
内
容
で

法
律
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
一
定
の

場
合
に
は
、
使
用
者
に
よ
る
雇
止
め

が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
ル
ー

ル
で
す
。

m

不
合
理
な
労
働
条
件
の
禁
止

有
期
契
約
労
働
者
と
無
期
契
約
労

働
者
と
の
間
で
、
期
間
の
定
め
が
あ

る
こ
と
に
よ
る
不
合
理
な
労
働
条
件

の
相
違
を
設
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る

ル
ー
ル
で
す
。

施
行
期
日

I
と
n

公
布
日
か
ら
起
算
し
て
1

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定

め
る
日

肛

平
成
24
年
8
月
10
円

(公
布

日
)

※

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
厚
生

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　

又
は
、
群
馬
労
働
局
監
督
課

(咎
0
2
7
-
2
1
0
-
5
0
0
3
)

に
お
尋
ね
下
さ
い
。

警
察
の
犯
罪
被
害
者
等

支
援
制
度

○
情
報
提
供

(被
害
者
連
絡
制
度
や

｢被
害
者
の
手
引
｣
の
交
付
)

事
件
の
捜
査
状
況
や
被
疑
者
の
検

挙
･
処
分
状
況
の
連
絡
や
被
害
者
支

援
制
度
を
説
明
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

の
交
付
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。
(性
犯

罪
事
件
の
届
出
の
際
、
担
当
警
察
官

の
性
別
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
。)

0
公
費
の
支
出

(経
済
的
負
担
の
軽

減
)一

定
の
条
件
の
も
と
、
医
療
機
関

に
対
す
る
初
診
料
･
診
断
書
料
等
の

ほ
か
、
ご
遺
体
の
搬
送
料
、
事
件
に

よ
り
転
居
し
た
場
合
の
費
用
等
を
公

費
で
負
担
し
ま
す
。

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給

(国
が
、
ご
遺
族
や
被
害
者
本
人
に
一

時
金
を
支
給
)

故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
、
死
亡
、

負
傷
又
は
疾
病
が
生
じ
た
場
合
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
(審
査
に
よ
っ
て
、
減

給
又
は
不
支
給
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。)

0
そ
の
他

精
神
的
被
害
の
回
復
を
支
援
す
る

た
め
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
各
種
相

談
へ
の
対
応

(女
性
職
員
の
対
応
も

可
能
)、
民
間
の
被
害
者
支
援
団
体
と

の
連
携
等
も
行
っ
て
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

群
馬
県
警
察
本

部
広
報
広
聴
課
被
害
者
支
援
室

8
0
2
7
1
2
4
3
-
0
1
1
0
(内

線
2
1
5
1
5
2
1
5
5
)

林
業
退
職
金
共
済
制
度

(林
退
共
)
か
ら
の
お
知
ら
せ

林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
?
林
退
共
制

度
に
加
入
し
て
い
た
が
、
退
職
金
を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
方

を
探
し
て
い
ま
す
。
以
前
、
林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
ご
自

身
が
林
退
共
へ
加
入
し
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
方
に
つ
い
て
も
お

調
べ
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
罹
災
さ
れ
た
共
済
契
約
者
及
び
被
共
済
者
の
皆
様
に
対

し
、
各
種
手
続

(共
済
手
帳
の
紛
失
、
退
職
金
の
請
求
等
)
の
必

要
が
生
じ
た
場
合
は
、
で
き
う
る
限
り
の
範
囲
に
お
い
て
速
や
か

に
対
応
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
支
部
又
は

本
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
、
ご
相
談
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

林
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

〒
1
7
0
ー
8
0
5
5

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
1
!
24
1
1
ニ
ッ

セ
イ
池
袋
ビ
ル

電
話
0
3
-
6
7
3
1
-
2
8
8
7

F
A
X

0
3
-ー
･6
7
3
1
-
･2
8
9
0

急
募

未
就
業
の
看

護
職
員
(看
護
師
･准

看
護
師
)･介
護
職
員

(介
護
福
祉
士
･介
護

員
･看
護
助
手
)

医
師
会
で
は
、
医
療
･
介

護
現
場
で
の
就
業
体
験

(働

き
な
が
ら
の
研
修
)
を
通
し
、

安
定
し
て
就
業
で
き
る
環
境

を
提
供
し
て
お
り
ま
す
。

医
療
現
場
を
長
く
離
れ
て

い
た
方
･
勤
務
経
験
の
な
い

方

･
資
格
の
な
い
方

(介
護

職
)
で
も
安
心
し
て
働
け
ま
す
。

研
修
期
間
は
、3
カ
月
間
で
す
。

そ
の
間
、
給
与
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
研
修
終
了
後
に
は
、

研
修
施
設
の
正
規
職
員
と
し

て
雇
用
さ
れ
ま
す
。

是
非
、
こ
の
機
会
に
ご
応

募
く
だ
さ
い
。
実
施
期
間
は
、

平
成
25
年
3
月
視
日
ま
で
で

す
。
参
加
希
望
の
方
は
、
群

馬
県
医
師
会
･
吾
妻
郡
医
師

会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

群
馬
県
医
師
会

容
0
2
7
ー
2
3
1
-
5
3

吾
妻
郡
医
師
会

8
0
2
7
9
1
7
5
･-
3
3

3
4

広報 で禿、 ◆

in fo r m a tio n
くらしの情報


